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長野県告示第536号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第９条第１項の規定により、令和３年10月11日、次の者を売りさばき

人に指定しました。

　　令和３年10月11日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

あづみ農業協同組合豊科支所 長野県安曇野市豊科2400番地
長野県安曇野市豊科2400番地
あづみ農業協同組合豊科支所

会　計　課

長野県告示第537号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第15条第１項の規定により、令和３年10月５日、次のとおり売りさば

き場所の名称及び住所の変更の届出がありました。

　　令和３年10月11日

	 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

新

佐久市　浅科支所

長野県佐久市甲1359－３
長野県佐久市甲1359－３
佐久市役所浅科支所

旧 長野県佐久市甲1399
長野県佐久市甲1399
佐久市役所浅科支所総務課
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会　計　課

長野県告示第538号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第16条第２項の規定により、令和３年10月８日、次の売りさばき人の

指定を取り消しました。

　　令和３年10月11日

	 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

あづみ農業協同組合上川手支所 長野県安曇野市豊科田沢4893―４
長野県安曇野市豊科田沢4893―４
あづみ農業協同組合上川手支所

会　計　課

長野県伊那建設事務所告示第17号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県伊那建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県伊那建設事務所長　市　岡　恵利子

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　車屋大久保線

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

伊那市東春近3820番地先から
伊那市東春近2046番地先まで

旧

ｍ

4.5 ～ 8.9

Km

0.3700

同　　　　　上 新 10.0 ～ 12.5 0.3700

長野県飯田建設事務所告示第29号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県飯田建設事務所長　細　川　容　宏　　

１(1)	道路の種類　　一般国道

　(2)	路		線		名　　151号

　(3)	道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下伊那郡阿南町新野3042番の２地先から
下伊那郡阿南町新野3719番の 310地先まで

旧

ｍ

13.2 ～ 56.4

Km

0.3103

同　　　　　上 新 13.2 ～ 56.4 0.3103

道路管理課



3令和３年（2021年）10月11日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第245号長　 野　 県　 報

道路管理課

長野県大町建設事務所告示第８号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県大町建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県大町建設事務所長　塩野入　宗　義　

１(1)	道路の種類　　県道

　(2)	路		線		名　　長野大町線

　(3)	道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

大町市大町8178番の１地先から
大町市大町8155番の３地先まで

旧

ｍ

8.0 ～ 25.5

Km

0.1560

同　　　　　上 新

8.0 ～ 25.5 0.1560

9.5 ～ 9.5 0.1560

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

大町市大町1788番の９地先から
大町市大町1546番の 11地先まで

旧

ｍ

8.0 ～ 10.0

Km

0.4370

同　　　　　上 新 16.0 ～ 16.5 0.4370

２(1)	道路の種類　　県道

　(2)	路		線		名　　小島信濃木崎停車場線

　(3)	道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

大町市美麻7672番の１地先から
大町市美麻7484番の１地先まで

旧

ｍ

6.2 ～ 17.1

Km

0.4300

同　　　　　上 新 8.4 ～ 20.5 0.4300

２(1)	道路の種類　　県道

　(2)	路		線		名　　米川飯田線

　(3)	道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

飯田市龍江6255番の４地先から
飯田市龍江6384番の３地先まで

旧

ｍ

4.5 ～ 16.0

Km

0.3061

同　　　　　上 新

4.5 ～ 16.0 0.3061

5.6 ～ 22.6 0.2997

道路管理課
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道路管理課

長野県伊那建設事務所告示第18号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県伊那建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県伊那建設事務所長　市　岡　恵利子

１　路　　　線　　　名　　車屋大久保線

２　供用を開始する区間

　　伊那市西春近3820番地先から

　　伊那市西春近2046番地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年10月11日

長野県飯田建設事務所告示第30号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県飯田建設事務所長　細　川　容　宏

１(1)	路　　　線　　　名　　151号

　(2)	供用を開始する区間				

　　　下伊那郡阿南町新野3719番の 359地先から

　　　下伊那郡阿南町新野3719番の 127地先まで

　　　下伊那郡阿南町新野3042番の２地先から

　　　下伊那郡阿南町新野3719番の 310地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年10月11日

２(1)	路　　　線　　　名　　米川飯田線

　(2)	供用を開始する区間				

　　　飯田市龍江6255番の４地先から

　　　飯田市龍江6384番の３地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年10月11日

道路管理課

長野県大町建設事務所告示第９号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年10月28日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県大町建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年10月11日

	 長野県大町建設事務所長　塩野入　宗　義

１(1)	路　　　線　　　名　　長野大町線

　(2)	供用を開始する区間				

　　　大町市大町8178番の１地先から

　　　大町市大町8155番の３地先まで

　　　大町市大町1788番の９地先から

　　　大町市大町1546番の 11地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年10月11日
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道路管理課

選告示第51号

　令和３年10月31日執行予定の長野県議会議員補欠選挙（松本市東筑摩郡選挙区）に係る公職選挙法（昭和25年法律第100号）

第22条第３項の規定による選挙人名簿の登録について、その基準日は、令和３年10月21日（年齢については、令和３年10月

31日）とする。

　　令和３年10月11日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生　

選挙管理委員会

２(1)	路　　　線　　　名　　小島信濃木崎停車場線

　(2)	供用を開始する区間				

　　　大町市美麻7672番の１地先から

　　　大町市美麻7484番の１地先まで

　(3)	供用を開始する期日　　令和３年10月11日

公告

　指定講習機関から、家畜商法（昭和24年法律第208号）第３条第２項第１号の規定による講習会を次のとおり開催する旨

の通知がありました。

　　令和３年10月11日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　講習会を開催する指定講習機関

　　長野県家畜商商業協同組合

２　開催日時

　　令和３年11月18日（木）から 11月19日（金）まで

　　午前９時から午後５時10分まで

３　開催場所

　　長野市大字中御所岡田７９－５

　　　NOSAI 長野会館６階大会議室

４　講習科目及び時間

　(1)	家畜の取引に関する法令について　　　　　　　４時間

　(2)	家畜の品種及び特徴について　　　　　　　　　４時間

　(3)	家畜の悪癖、機能障害及び疾病について　　　　６時間

５　受講申込手続

　(1)	提出書類

　　　受講申込書（写真欄に写真を貼ってください。）（別記様式）

　(2)	家畜商講習手数料

　　　家畜商講習手数料（テキスト代及び受講料）8,300円は、講習会初日に会場受付で納付してください。

　(3)	受付期間

　　　令和３年10月12日（火）から　11月12日（金）まで

　　		（郵送による場合は、令和３年11月12日（金）までの消印のあるものに限ります。）

　(4)	受付場所

　　　長野市大字南長野字幅下692－２　（郵便番号　380－8570）

　　　長野県庁内

　　　　長野県家畜商商業協同組合事務局


